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平成３０年度第１回さぬき市地域包括支援センター運営協議会 会議要旨（要約） 

 

１ 日 時 平成３０年７月２３日（月）  １４：００～１５：３０ 

２ 場 所 さぬき市福祉事務所２階２０１・２０２会議室 

３ 出席者［委 員］十河章・為国真理・近江照博・名出美紀・多田隆生・西田正己 

中條弘矩・間島是武・江口キミコ・谷幸夫・南智香・國方光廣 

藤井可郭・楳垣満・壺井邦子・真鍋芳樹・間島憲仁・藤井英俊 

石原裕二 

     ［事務局］福澤光朝・川田涼子・國方秀樹・山下昌美・鎌野由佳・礒﨑淳子 

髙橋真理恵・古市真理・鎌田碧美 

     ［傍 聴］２名 

４ 議 題 （１）会長の選任及び会長の職務代理する委員の指名について 

（２）平成２９年度の運営報告について 

      （３）平成２９年度の業務評価について 

      （４）平成３０年度の運営計画について 
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５ 会議の内容は次のとおりである。 

発言者 意見概要 

（事務局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（部 長） 

 

 

（事務局） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事務局） 

ただいまから、平成３０年度第１回さぬき市地域包括支援センター運営

協議会の会議を開会します。 

さぬき市地域包括支援センター運営協議会は、さぬき市地域包括支援セ

ンターの適切な運営、公正・中立性の確保その他センターの円滑かつ適切

な運営を図るため設置されています。 

本日の会議は、委員改選後の最初の会議でございます。みなさまには、

委員就任を依頼したところ、御承諾いただきありがとうございます。 

委員の任期は、平成３３年３月３１日までの３年間となっております。

各年度２回程度の会議の開催を予定しておりますので、よろしくお願いし

ます。 

それでは、開会にあたりまして、運営協議会の委員でもあります、さぬ

き市健康福祉部長 間島憲仁より御挨拶申し上げます。 

（部長挨拶） 

議事に先立ちまして、委員及び事務局職員の紹介に移りたいと存じます。 

（順次自己紹介） 

それでは、議事に入りたいと思います。 

運営協議会の会議は、さぬき市地域包括支援センター運営協議会設置要

綱の規定により、過半数の委員の出席をもって開くこととされております

ので、本日の会議が成立していることを御報告いたします。 

設置要綱の規定では、会長が会議の議長とされておりますが、本日の会

議は、委員改選後、最初の会議であり、まだ会長が選出されておりません

ので、会長が選出されるまでの間、事務局の方で議事の進行をさせていた

だきます。 

最初に議題の１ 本協議会の会長の選任及び会長の職務を代理する委員

の指名についてでございます。 

設置要綱の規定により、本協議会には会長及び会長の職務を代理する委

員を置くことになっております。従いまして、会長の選任及び会長の職務

を代理する委員の指名をお願いしたいと思います。 

設置要綱の規定では、会長は委員の互選により定めるとされております。 

いかがいたしましょうか。 

（意見なし） 

特に御意見がなければ、事務局の案を申し上げてもよろしいでしょうか。 
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（事務局） 

 

 

 

 

（会 長） 

 

（事務局） 

 

（事務局） 

 

 

（会 長） 

（事務局） 

 

（議 長） 

 

 

 

 

 

 

 

（議 長） 

 

 

（事務局） 

（議 長） 

 

 

（委 員） 

 

（事務局） 

会長は、香川大学の真鍋委員にお願いしたいと思います。いかがでしょ

うか。 

（一同拍手） 

ありがとうございます。 

それでは、会長は、真鍋委員にお願いいたします。 

設置要綱の規定により、会長の職務を代理する委員については、会長が

あらかじめ指名する委員とされております。 

真鍋会長いかがいたしましょうか。 

これまでにおいて、介護保険被保険者を代表する谷委員に就任いただい

ておりましたので、今期についても引き続きお願いしたいと思います。 

谷委員にということでありますが、お願いできますでしょうか。 

(谷委員了承) 

ありがとうございました。 

会長の職務を代理する委員については、谷委員にお願いいたします。 

それでは、会長に御挨拶をお願いします。 

（会長挨拶） 

設置要綱の規定により、会長が会議の議長とされておりますので、以降

の進行については、会長にお願いします。 

次第に基づき議事を進めます。 

続きまして、議題の２「平成２９年度運営報告」及び議題の３「平成２

９年度運営評価」について、資料の２ページから６０ページまで、事務局

から説明をしてもらって、御質問や御意見をいただき、次に議題の４「平

成３０年度運営計画」について同様に御質問や御意見をいただく方法で進

めたいと思います。 

そういう進め方でよろしいでしょうか。 

（特に意見なし） 

それでは、そのように進めてまいります。 

まず、「平成２９年度運営報告」及び「平成２９年度運営評価」について、

事務局の説明を求めます。 

（事務局説明） 

事務局の説明が終わりました。 

ただいまの説明について、まず、資料２ページから３１ページにつきま

して、御質問、御意見がありましたらお願いいたします。 

１７ページの介護予防・生活支援サービス事業について、成果や問題点

を教えてください。 

国は、地域住民主体の助け合いによるサービス提供の推進が重要である
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（委 員） 

 

（事務局） 

 

 

 

（議 長） 

 

（議 長） 

 

（委 員） 

 

 

（事務局） 

（議 長） 

 

（議 長） 

 

 

（議 長） 

 

（事務局） 

 

 

（委 員） 

 

（事務局） 

 

 

（議 長） 

としていますので、現在、４０ページの生活支援体制整備事業を活用して、

協議体や生活支援コーディネーターを設置して、助け合いのサービスが提

供できるよう協議を進めていますが、今のところ、創出はできていません。

今後は、小学校区を設置区域とした第２層の協議体を設置して、創出可能

な地域から順次、助け合いのサービスを創出をしていきたいと考えていま

す。 

介護予防・生活支援サービス事業を開始したことによって、どのくらい

予算が増えたのか教えてください。 

事業の開始を要因として予算が増加したということはありません。ただ

し、後期高齢者人口の増加を要因とした総合事業の費用は増加は続いてい

ます。助け合いのサービスが充実すれば、費用の効率化につながっていく

と考えています。 

他に御質問、御意見はありませんか。 

（質問等なし） 

では、続きまして、資料３２ページから５０ページにつきまして、御質

問、御意見がありましたらお願いいたします。 

４２ページの介護給付等費用適正化事業で、「介護保険給付費のお知ら

せ」はがきをサービス利用者に送付していますが、送付した後に利用者か

らの問合せはありますか。 

内容についての問合せはほとんどありません。 

他に御質問、御意見はありませんか。 

（質問等なし） 

では、続きまして、資料５１ページから６０ページにつきまして、御質

問、御意見がありましたらお願いいたします。 

（質問等なし） 

では、続きまして、「平成３０年度運営計画」について、事務局の説明を

求めます。 

（事務局説明） 

ただいまの説明について、御質問、御意見がありましたらお願いいたし

ます。 

７１ページの在宅医療介護連携支援センターの相談窓口の連絡先はどこ

ですか。 

先日開催しました市の介護支援専門員等連絡会の際に配布しましたちら

しの中に記載していますので、そちらへ連絡、相談いただきたいと思いま

す。 

他に「平成３０年度の事業計画」について御質問、御意見等ございませ
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（議 長） 

 

（事務局） 

んか。 

（他に質問等なし） 

それでは、以上で、本日の議事を終了します。ありがとうございました。 

進行は、事務局にお返しします。 

御協議ありがとうございました。 

次回の運営協議会の会議は、来年２月ごろの開催を予定しています。ま

た、御案内をいたしますのでよろしくお願いします。 

以上をもちまして、平成３０年度第１回さぬき市地域包括支援センター

運営協議会の会議を閉会します。 


